
水際での取締りを担う税関
～安全・安心な社会の実現のために～

名古屋税関 監視部

２０２４年４月

名古屋税関保税会「保税事務研修会」（役員対象）資料



税関が果たしてきた役割・意義

税関の使命

経済活動のグローバル化が急速に進む中、３つの使命を税関は果たしています

銃器・不正薬物・知的財産侵害物品等の密輸を
阻止するとともに、我が国におけるテロ行為を
未然に防止することにより「世界一安全な国、
日本」を構築

適正かつ公平に
関税等を徴収する

貿易の円滑化を
進める

約11.2兆円すなわち国税収入の約15.5％に相当
する額を徴収する歳入官庁として、適正かつ公
平に関税等を徴収

国際物流におけるセキュリティを確保しつつ、
民間企業と の協力やIT化の推進などを通じ、
通関手続を一層迅速化

１
安全・安心な
社会を実現する

２

３

令和４年に発足から１５０年を迎えた税関は、その時々の課題に取り組みながら成長してき
ました。これからも使命を果たし、貿易の健全な発展と安全な社会を実現し、国民一人ひとり
の幸せを守っていくため、世界最先端の税関を目指していきます。
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税関１５０周年から次のステージへ

Nagoya Customs ２

動画視聴画面



歴史ある行政機関～貿易の発展とともに歩んできた税関～
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全国税関における不正薬物の摘発状況（平成２６年～令和５年）

Nagoya Customs

〇 令和５年における不正薬物等押収量は、２トンを超え過去２番目を記録（８年連続で１トン超）

〇 覚醒剤の摘発件数は296件（前年比2％減）と減少、押収量は約1,978kg（同約３倍）と大幅増加。

押収した覚醒剤は薬物乱用者の通常使用量で約 6,593 万回分、末端価格で約 1,226 億円に相当。

〇 大麻の摘発件数は132件（同4％減）と減少、押収量は約142kg（同70％減）と共に減少。

４



Nagoya Customs

全国税関における覚醒剤の摘発件数と押収量の推移（令和元年～令和５年）

〇 覚醒剤の密輸形態別の押収量では、航空機旅客が約406㎏（前年比約

3.8倍）と前年より大幅増加

〇 国際郵便物が約132㎏（同15%減）、航空貨物が約491㎏（同31%増）

と引き続き高水準で推移。

〇 海上貨物が約949㎏（前年比約34倍）と前年から飛躍的増加

（注） 航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等に は、洋上取引、船舶旅客等を含む。 航空貨物には、航空での別送品を含み、海上貨物には、海上での別送品を含む。

航空機旅客 国際郵便物 航空貨物

海上貨物 船員等
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密輸事例

Nagoya Customs

アラブ首長国連邦から到着した海上貨物
（PVCボード）に隠匿された

覚醒剤約 704kg を摘発
      （令和５年３月・東京税関）

【事例１】海上貨物 ≪海上貨物で過去最高の覚醒剤押収量≫

メキシコから到着した航空貨物（研磨機）に隠匿され
た覚醒剤約 113 ㎏ を摘発 （令和５年９月・大阪税関等）

≪航空貨物で過去最高の覚醒剤押収量≫【事例２】航空貨物

【事例３】国際郵便物

アメリカから到着した国際郵便物（ボー
ドゲームの箱）に隠匿された覚醒剤約
2.9 ㎏ を摘発 （令和５年３月・名古屋税関）
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全国税関における金地金の摘発状況

Nagoya Customs

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

摘発件数（件） 119 465 811 1,347 1,086 61 51 5 9 218

押収量（kg） 449 2,032 2,802 6,277 2,054 319 150 27 135 268

金地金の過去10年間の摘発状況

密輸形態 摘発件数 押収量（kg）

航空機旅客 202 92.7％ 194 72.4％

国際郵便物 6 2.8％ 2 0.7％

航空貨物 7 3.2％ 26 9.7％

海上貨物 1 0.4％ 16 6.0％

船員等 2 0.9％ 30 11.2％

合計 218 100.0％ 268 100.0％

密輸形態別の摘発状況（R5） 密輸仕出地別の摘発件数（R5）

ベトナムから広島空港に到着した旅
客の携帯品（ゴルフクラブ）に隠匿
された金地金約 3.5kg を摘発
（令和５年11月・神戸税関）

密輸摘発事例
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主な取締り機器

Nagoya Customs

＜Ｘ線検査装置＞

輸出入される商業貨物、出入国旅客
等の携帯品及び国際郵便物等の検査対
象貨物を破壊することなく、隠匿され
た不正薬物やテロ関連物資等の有無を

的確かつ迅速に確認するために活用。

＜大型Ｘ線検査装置＞

コンテナ等の大型貨物を破壊する
ことなく、隠匿された不正薬物等の
有無を的確かつ迅速に確認するため
に活用。

＜不正薬物・爆発物探知装置＞

輸出入される商業貨物、出入国旅客
等の携帯品及び国際郵便物等の検査対
象貨物を破壊することなく、外装に付
着した覚醒剤等の不正薬物及び爆発物
の微粒子を短時間で探知するために活
用。

＜埠頭監視カメラ＞

社会悪物品等の要注意地域を仕出地
とする船舶の入港実績が多い港の鉄塔
等へ設置した監視カメラにより、貨物
の積卸し状況、乗組員や訪船者の乗下
船及び物品の授受等の動向をモニター
により把握するために活用。

＜ 監視艇 ＞

密輸リスクの高い海域及び地方港等
の監視活動、外国貿易船への立入り検
査時における当該船舶に対する海上か
らの監視等に活用。

＜麻薬探知犬・爆発物探知犬＞

人間の数万倍とも言われる鋭い嗅覚
により、輸出入される商業貨物、出入
国旅客等の携帯品及び国際郵便物等に
隠匿された不正薬物及び爆発物の有無
を的確かつ迅速に確認するために活用。

（高性能Ｘ線検査装置）
ＴＤＳ

（Trace Detection System）

（固定式Ｘ線検査装置）

（イオンスキャン）
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守る 引き継ぐ 私たちの暮らし

Nagoya Customs ９
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名古屋税関保税会とのＭＯＵ（覚書）の締結

Nagoya Customs

関税局・税関においては、不正薬物等の密輸防止に係
る取締りを人及び物の流れを阻害せず一層効果的に行う
ためには、関係業界（海運会社、通関業者及び保税業者
等）との協力強化が不可欠であり、協力強化を目的とし
た「MOU」（Memorandum Of Understanding）を締結している。

【名古屋税関保税会とは平成5年3月16日にMOU を締結】

税関と保税会との協力関係を更に強化１

税関と保税会会員との協力関係の強化方法につい
て共同して検討

２

３

４ 協力に関するガイドラインの周知徹底

税関及び保税会会員が抱える課題と問題点の相互
理解に努め、 両者の有意義な情報交換を促進

令和５年11月、名古屋税関保税会とのＭＯＵ締結から30年が
経過したことを機会に名古屋税関長から同会に感謝状を授与
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情報提供のお願い

Nagoya Customs

コンテナ異常に関すること：不自然な補修、補修跡のあるコン
テナを発見したとき

同一貨物であるにもかかわらず、異なるマークや何らかの目印
が付されている貨物、また、重量が明らかに異なる貨物を発見
したとき

営業内容から関係なさそうな貨物やいつもと違う貨物だったり、
商品の説明が曖昧な輸入業者がいたとき

配送先がホテル、アパート、空き家、私書箱等のとき

通関を異常に急ぐ、税関検査を異常に気にかけるなど、輸入者
からの問い合わせが頻繁にあるとき

インボイス記載の品名と異なる貨物や、品名に合致しない梱包
状態の貨物を発見したとき

その他：不審な噂を聞いたとき

皆さまからの情報提供が密輸阻止に繋がります。

名古屋税関保税取締部門  052-654-4094
税関密輸ダイヤル   0120-461-961(シロイクロイ）
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地域経済への貢献（保税地域の利活用促進）

〇 保税地域においては、関税等の徴収を留保したまま外国貨物の保管、加工、展示等が可能。
〇 こうした保税地域の特性を様々な分野において活用することで、経済活性化への寄与が期待
されることから、事業者等への制度周知による保税制度のニーズの掘り起こしや、ニーズを踏
まえた対応等に取り組んでいます。

✓ 業界団体等への制度紹介
関係省庁等と連携し、業界団体等に向けた制度の紹介や

ニーズのヒアリングを実施。

✓ 「保税蔵置場の新規許可申請に関するガイドライ
ン」の作成
初めて保税地域の許可を受けようとする事業者向けに、

手続きの流れ等をまとめたガイドラインを作成し、税関HP
で公表。（R5.6）

制度周知等の取組

✓ 保税地域におけるアートフェア等の開催
保税地域においてアートフェアやオークション等を開催

する際の要件を明確化したことにより、制度の活用が図ら
れ、文化の振興等に寄与。

✓ 保税地域へのＳＡＦ※の搬入
保税地域へのＳＡＦの搬入についての運用を整理したこ

とにより、航空燃料の貿易手続の円滑化を図り、カーボン
ニュートラル等に寄与。SAF：Sustainable Aviation Fuel（持続可能な航空燃料）

保税制度の新たな活用例

Nagoya Customs

「保税制度の活用にあたって」リーフレットから引用
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ご清聴ありがとうございました

名古屋税関 新型監視艇「ふじ」
（令和６年４月１１日就役）

Nagoya Customs １３
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